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2．監査の種類

定期監査

3．監査の対象

4．監査の範囲

5．監査の方法及び着眼点

6．監査の実施場所及び期間

(1) 実施場所

(2) 実施期間

財政課

　　　　　　五 泉 市 監 査 委 員　　　

令和6年度の財務に関する事務、事業の執行等

　財務に関する事務の執行が、法令等の定めるところにより適正かつ効率的に行わ
れているかどうか、及び経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われてい
るかどうかを主眼として監査を実施した。
　あらかじめ監査資料の提出を求め、関係帳簿及び関係書類の調査や関係職員から
の説明聴取を行うとともに、現地に出向いて調査した。

　監査委員事務局及び監査対象の執務室等

　令和6年9月30日～令和6年10月25日

　五監公告第17号

令和6年10月30日

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定に基づき監査を実施したので、その
結果を同条第9項の規定により公表します。

1. 基準に準拠している旨

　監査委員は、五泉市監査基準（令和2年3月25日監査委員訓令第1号）に準拠して監
査を実施した。



7．監査の結果

(1) 指摘事項

(2) 所見

　指摘事項等については、以下のとおりである。

　特に指摘する事項なし

　また、監査の際に見受けられた軽微な事項については、担当者に対し指導を行い
改善又は検討を要望した。

　地方自治法第199条第14項の規定により当該監査の結果に基づき、又は当該監査の
結果を参考として措置を講じたときは、その旨を通知されたい。

　1から6までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務
処理は法令等に適合し、おおむね良好に執行されているが、一部において不備及び
改善の検討を要する事項が見受けられたので、適正な執行に努められたい。

　市の財政運営においては、歳入で人口の減少に伴う市税の減少が見込まれる
中、歳出では公共施設の改修費、扶助費等増加が見込まれ、五泉地域衛生施設組
合の中間処理施設に係る負担等、多額の財政需要が集中しており、財政状況は今
後も厳しさを増すものと思われる。
　健全で持続可能な財政運営のため、五泉市行財政改革大綱・実行プログラムに
則した事務事業の見直しとそれに伴う歳出の削減、新たな財源の確保などの取り
組みを引き続き推進されたい。
　併せて、計画性をもって収支を見通し、定期的にわかりやすく財政情報を市民
に提供することにより、財政運営における安定性の向上と透明性の確保に努めら
れたい。


